
平
成
四
年
五
月
二
十
九
日
受
領 

 
 

 
 

 

答

弁

第

八

号 
   

衆
議
院
議
員
金
子
満
広
君
提
出
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
一
四
〇
号
条
約
（
有
給
教
育
休
暇
に
関
す
る
条
約
）
の
批
准
促
進
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
三
第
八
号 

平
成
四
年
五
月
二
十
九
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 

内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
金
子
満
広
君
提
出
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
一
四
〇
号
条
約
（
有
給
教
育
休
暇
に
関
す
る
条
約
）
の
批 

准
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
①
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
条
約
に
つ
い
て
は
、
文
脈
に
よ
り
か
つ
そ
の
趣
旨
及
び
目
的
に
照
ら
し
て
与
え
ら
れ
る
用

語
の
通
常
の
意
味
に
従
い
、
誠
実
に
解
釈
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

一
の
②
に
つ
い
て 

有
給
教
育
休
暇
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
の
批
准
に
つ
い
て
は
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
、
条

約
の
解
釈
及
び
国
内
法
制
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
検
討
中
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
一
般
調
査
」
も
参
考
に
し
つ

つ
、
更
に
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。 

一
の
③
に
つ
い
て 



二
の
①
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
よ
り
有
給
教
育
訓
練
休
暇
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
六
十
四
号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
中
の
賃
金
や
教
育
訓
練
費
用
に
対

し
て
助
成
す
る
自
己
啓
発
助
成
給
付
金
制
度
を
設
け
、
有
給
教
育
訓
練
休
暇
の
普
及
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、

同
法
第
十
二
条
に
基
づ
き
事
業
所
に
お
い
て
選
任
さ
れ
る
職
業
能
力
開
発
推
進
者
等
に
対
す
る
各
種
講
習
会
等

を
通
じ
て
周
知
に
努
め
る
ほ
か
、
都
道
府
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
お
い
て
事
業
主
及
び
労
働
者
個
人
に
対
し

て
相
談
に
応
ず
る
な
ど
種
々
の
機
会
を
と
ら
え
て
、
有
給
教
育
訓
練
休
暇
に
関
す
る
広
報
啓
発
を
行
っ
て
い
る 

御
指
摘
の
「
一
般
調
査
」
を
見
て
も
、
条
約
の
「
有
給
教
育
休
暇
」
の
目
的
で
あ
る
「
一
般
教
育
、
社
会
教
育
及

び
市
民
教
育
」
及
び
「
労
働
組
合
教
育
」
の
範
囲
並
び
に
当
該
有
給
教
育
休
暇
の
付
与
に
関
し
て
批
准
に
際
し
最

小
限
実
施
す
べ
き
施
策
の
程
度
が
依
然
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
引
き
続
き
検
討
が
必
要

で
あ
る
。 

四 

 



三
の
②
に
つ
い
て 

三
の
①
に
つ
い
て 

二
の
②
に
つ
い
て 

条
約
中
の
定
義
、
内
容
が
不
明
確
な
用
語
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
国
内
法
に
よ
る
類
似
の
用
語
の
定
義
、
内

容
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
今
後
と
も
、
そ
の
明
確
化
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

教
育
基
本
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
、
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
等
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
民
が
社
会
教
育
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
奨
励
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。 

条
約
の
規
定
を
我
が
国
国
内
に
適
用
す
る
に
当
た
り
必
要
と
な
る
法
的
措
置
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
職
業
能

力
開
発
促
進
法
で
十
分
か
否
か
を
含
め
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

一
般
に
、
勤
労
者
が
社
会
教
育
に
参
加
す
る
場
合
に
有
給
休
暇
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
企
業
等
の
理
解
と
協 

五 

 



四
の
①
に
つ
い
て 

三
の
③
に
つ
い
て 

行
政
庁
等
主
催
の
労
働
者
教
育
に
労
働
時
間
中
に
出
席
し
た
場
合
に
使
用
者
が
賃
金
を
支
払
う
こ
と
は
、
一

般
に
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
七
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
「
労
働
組
合
の
運
営

の
た
め
の
経
費
の
支
払
に
つ
き
経
理
上
の
援
助
を
与
え
る
こ
と
」
（
以
下
「
経
費
援
助
」
と
い
う
。
）
に
は
該
当
し
な

い
も
の
と
考
え
る
。 

一
般
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
は
勤
労
者
生
活
を
充
実
さ
せ
る
も
の
と
し
て
有
意
義
な
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
制
度
に
つ
い
て
そ
の
普
及
促
進
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

力
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
社
会
教
育
へ
の
参
加
を
奨
励
す
る
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
。 

ま
た
、
労
働
者
が
労
働
時
間
中
に
労
働
組
合
が
行
う
教
育
活
動
に
参
加
し
た
と
き
に
、
使
用
者
が
そ
の
賃
金 

六 

 



 

七 

を
支
払
う
こ
と
は
、
一
般
に
、
経
費
援
助
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
る
が
、
同
条
第
三
号
た
だ
し
書
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
同
条
に
抵
触
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

四
の
②
に
つ
い
て 

労
働
者
が
労
働
時
間
中
に
労
働
組
合
の
大
会
等
に
参
加
し
た
と
き
に
、
使
用
者
が
そ
の
賃
金
を
支
払
う
こ
と

は
、
一
般
に
、
経
費
援
助
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
る
。 

四
の
③
に
つ
い
て 

労
働
者
が
労
働
時
間
中
に
労
働
組
合
の
行
う
教
育
活
動
に
参
加
し
た
と
き
に
、
使
用
者
が
そ
の
賃
金
を
支
払

う
こ
と
は
、
一
般
に
、
経
費
援
助
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
る
が
、
労
働
組
合
法
第
七
条
第
三
号
た
だ
し
書
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
条
に
抵
触
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。 




